
確認の結果、扶養解除となる場合は、被扶養者状況リストと被扶養者異動届を提出します。扶養解
除の迅速化のため、被扶養者異動届は可能な限り電子申請により、日本年金機構へお届けください。
なお、電子申請によるお届けが難しい場合は被扶養者状況リストに同封の被扶養者調書兼異動届を
協会けんぽへご提出をお願いいたします。
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みなさまの取組で保険料率が変わります！ 職場内で掲示・回覧し情報を共有しましょう！

公式LINE
友だち募集中

　協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被
扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年、被扶養者資格の
再確認を実施しております。協会けんぽからお送りする「被扶養者状況リスト」に記載されている対象者
の扶養状況をご確認いただき、提出いただきますようお願いいたします。

令和８年１月からオンラインで各種給付金の申請ができる電子申請がスタートします。電子申請は郵送にかかる手間がないことや、
申請後の処理状況をオンラインで確認できます。

被扶養者状況リストの発送時期被扶養者状況リストの発送時期 令和7年11月6日（木）に発送いたします。

【扶養解除となる被扶養者の方がいる場合】【扶養解除となる被扶養者の方がいる場合】

　健康保険の資格が重複している可能性が高い方
　同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
　令和６年中の課税収入額が130万円（60歳以上は180万円）の金額を超過している方(18歳未満の方や
　直近で認定された方を除く）
※上記に該当する被扶養者がいない場合は、被扶養者状況リストはお送りいたしません。
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令和８年１月から電子申請がスタート

被扶養者資格再確認のご協力のお願い令和７年度

「被扶養者状況リスト」は変更・異動の有無にかかわらず毎年ご提出ください
提出期限：令和７年12月12日（金）

確認の対象となる方（以下のいずれかに該当する被扶養者）確認の対象となる方（以下のいずれかに該当する被扶養者）

電子申請の
メリット

1

システムチェックにより、
記載漏れなどのミスを防げます。

申請

2

郵送などにかかっていた
時間、費用が削減できます。

3

スマホやPCから申請後の
処理状況が確認できます。

詳しくはこちらの
ホームページを
ご覧ください

利　用
対象者 ※被保険者と被扶養者はマイナンバーカード所持者が利用可能。

　社会保険労務士は協会けんぽのID/パスワードを取得した方が利用可能。

被保険者、被扶養者(一部申請に限る)、社会保険労務士(保健事業を除く)




